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１
．
職
種
お
よ
び
人
員

（
１
）
看
護
師　
　
（
２
）
助
産
師

（
３
）
薬
剤
師　
　

（
４
）
臨
床
検

査
技
師　
　
（
５
）
理
学
療
法
士　

（
６
）
臨
床
工
学
技
士　
　

（
７
）
病
院
医
事
事
務
職

（
管
理

職
）　　
（
８
）
病
院
一
般
事
務
職

①

（
財
務

・
労
務
、
管
理
職
）　　

（
９
）
病
院
一
般
事
務
職
②

（
施

設
管
理
、
経
験
者
）　　
（
10
）
病

院
一
般
事
務
職
③

（
営
業
企
画
、

経
験
者
）　
（
11
）
病
院
一
般
事
務

職
④

（
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
）

※

（
１
）
は
30
人
、
そ
の
他
は
各

若
干
名

※
受
験
申
込
は
、
上
記
の
う
ち
１

職
種
に
限
り
ま
す
。
受
付
後
の
職

種
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

２
．
応
募
資
格　

（
１
）
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る

者
で
昭
和
44
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
者

（
平
成
21
年
度
国
家

試
験
に
て
資
格
取
得
見
込
み
の
者

を
含
む
）

（
２
）
助
産
師

（
看
護
師
の
有
資

格
者
）
の
資
格
を
有
す
る
者
で
昭

和
44
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
者

（
平
成
21
年
度
国
家
試
験
に

て
資
格
取
得
見
込
み
の
者
を
含
む
）

（
３
）
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る

者
で
昭
和
39
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
者

（
４
）
臨
床
検
査
技
師
の
資
格
を

有
す
る
者
で
昭
和
54
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
者

（
平
成
21
年

度
国
家
試
験
に
て
資
格
取
得
見
込

み
の
者
を
含
む
）

（
５
）
理
学
療
法
士
の
資
格
を
有

す
る
者
で
昭
和
54
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
者

（
平
成
21
年
度

国
家
試
験
に
て
資
格
取
得
見
込
み

の
者
を
含
む
）

（
６
）
臨
床
工
学
技
士
の
資
格
を

有
す
る
者
で
昭
和
54
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
者

（
平
成
21
年

度
国
家
試
験
に
て
資
格
取
得
見
込

み
の
者
を
含
む
）

（
７
）
病
院
事
務
実
務
経
験
を
20

年
以
上
有
し
、
学
校
教
育
法
に
よ

る
大
学
程
度
以
上
を
卒
業
し
た
者

で
、
昭
和
34
月
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
、
医
事
事
務
全
般
に
関
し

監
督
・
指
導
が
で
き
る
程
度
の
知

識
を
有
す
る
者

（
８
）
民
間
企
業
等
で
の
経
験
年

数
を
20
年
以
上
有
し
、
学
校
教
育

法
に
よ
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除

く
）
を
卒
業
し
た
者
で
、
昭
和
34

月
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
、
財

務
事
務
及
び
労
務
管
理
等
に
関
し

監
督
・
指
導
が
で
き
る
程
度
の
知

識
を
有
す
る
者

（
９
）
民
間
企
業
等
で
の
経
験
年

数
を
10
年
以
上
有
し
、
学
校
教
育

法
に
よ
る
短
期
大
学
程
度
以
上
を

卒
業

（
建
築
学
を
履
修
）
し
た
者

で
、
昭
和
49
月
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
、
建
築
及
び
設
備
管
理
に

関
し
監
督
及
び
実
務
指
導
が
で
き

る
程
度
の
知
識
を
有
す
る
者

（
10
）
民
間
企
業
等
で
の
経
験
年

数
を
10
年
以
上
有
し
、
学
校
教
育

法
に
よ
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除

く
）
を
卒
業
し
た
者
で
、
昭
和
49

月
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
、
営

業
企
画
等
に
関
し
実
務
指
導
が
で

き
る
程
度
の
知
識
を
有
す
る
者

（
11
）
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除
く
、
情
報
シ
ス

テ
ム
の
関
連
学
科
）
を
卒
業
又
は

平
成
22
年
３
月
に
卒
業
見
込
み
の

者
で
、
昭
和
54
月
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
者

※
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
地

方
公
務
員
法
第
16
条
各
号

（欠
格

条
項
）
に
該
当
し
な
い
者

※
（
７
）
～
（
10
）
の
詳
し
い
受

験
資
格
及
び
試
験
申
込
に
関
す
る

内
容
に
つ
い
て
は
、
市
民
病
院
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
が
見
ら
れ
な
い
場
合
は
、

下
記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
直
接
電

話
で
確
認
く
だ
さ
い
。

３
．
受
験
手
続

①
受
付
期
間
…
６
月
１
日

（月
）

か
ら
６
月
19
日

（金
）
ま
で

　

郵
送
の
場
合
は
６
月
19
日

（金
）
ま
で
の
消
印
有
効
。

　

受
付
時
間
…
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

（
土

日
除
く
）

②
申
込
先　

〒
864
‐
０
０
４
１　

荒
尾
市
荒
尾

２
６
０
０
番
地

荒
尾
市
民
病
院　

総
務
課
庶

務
企
画
係　

☎
63
・
１
１
１
５

　

内
線
511

③
申
込
方
法

　

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
、
上
記
申
込
先
に

持
参
ま
た
は
郵
送
の
こ
と
。

※
余
白
に
希
望
職
種
を
必
ず
記

入
の
こ
と

●
持
参
の
場
合
、
採
用
試
験
申

込
書
２
通
及
び
80
円
切
手
１
枚
を

提
出
の
こ
と
。

●
郵
送
の
場
合
、
封
筒
の
表
に

「
荒
尾
市
民
病
院
職
員
採
用
試

験
」
と
朱
書
し
、
採
用
試
験
申

込
書

（
写
真
を
添
付
）
２
通
及

び
80
円
切
手
２
枚
を
同
封
の
上
、

必
ず
簡
易
書
留
郵
便
に
て
送
付

の
こ
と
。

〈
採
用
試
験
申
込
書
の
入
手
方
法
〉

①
荒
尾
市
民
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ

（http
:/
/
w
w
w
.h
o
sp
ital.arao

.

ku
m
am

o
to
.jp/

）
か
ら
採
用
試

験
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

Ａ
４
用
紙
に
印
刷
し
て
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。

②
用
紙
に
つ
い
て
は
、
荒
尾
市
民

病
院
総
務
課
庶
務
企
画
係

（南
病

棟
４
階
）
で
も
交
付
し
ま
す
。

③
郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封

筒
の
表
に

「
採
用
試
験
申
込
書
請

求
」
と
朱
書
き
し
、
80
円
分
の
切

手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
て
、
上
記
の
申

込
先
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

４
．
試
験
内
容

第
１
次
試
験　

①
筆
記
試
験

【（１
）

～

（
６
）
…
専
門
試
験
、
（
７
）

～

（
11
）
…
教
養
試
験
】　

②
適

性
検
査

第
２
次
試
験　

①
個
別
面
接　

②
作

文
試
験

※
７
月
下
旬
を
予
定

（
第
１
次
試

験
合
格
者
に
日
時
・
場
所
は
別
途

通
知
し
ま
す
）。

５
．
第
１
次
試
験
の
日
時
・
場
所

▽
日
時　

６
月
28
日

（
日
）　

午
前

９
時
か
ら

▽
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー　

第

１
・２
会
議
室

（本
館
２
階
）

荒
尾
市
荒
尾
４
１
８
６
番
地
19

（☎

66

・
４
１
１
１
）

６
．
採
用

平
成
22
年
４
月
１
日
以
降

（
た
だ

し
、
新
卒
者
以
外
の
方
に
つ
い
て
は
、

採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
後
、
平

成
21
年
度
中
に
順
次
採
用
）

［
問
］
市
民
病
院　

総
務
課
庶
務

企
画
係
☎
63
・
１
１
１
５　

内
線
511

荒
尾
市
民
病
院 

職
員
募
集

▽　
　

募　

集　

要　

項　
　

△
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県体スローガン・病院職員募集

第 65 回熊本県民体育祭荒尾大会

　熊本県民体育祭荒尾市県体準備室では、荒尾県体を盛り上げていくため、

荒尾の歴史、文化、風土等の特色をイメージした作品を募集します。

応　　  募　　  要　  　領

【応募先 ・ 問い合わせ先】

〒 864-0041　荒尾市荒尾 4051 番地　荒尾市運動公園管理事務所 ( 社会体育課内 )
　　　　　　　　　　　　第 65 回熊本県民体育祭荒尾市県体準備室　　☎ 62-0400

【募集期間】　　6 月 1 日 （月） ～ 7 月 31 日 ( 金 )

【応募対象者】　　荒尾市民

【募集内容】　　　県体を盛り上げるスローガン

　　　　大会の合言葉となりますので、 スポーツの普及につながり、 わかりやすく、 荒尾のイメージが良くでてい　　　

るもの。

【スローガンの例】

　　　（前回荒尾県体）　燃えろ翔べ　友情と熱気あふれる　荒尾県体
　　　　第 64 回県体　夢にときめき　明日に輝く　八代県体

　　　　第 63 回県体　共に競い　輝き合う　自然と感動があふれる玉名県体

　　　　第 62 回県体　絆を深め　未来へつなぐ宇城県体

　　　　第 61 回県体　はばたけ未来へ　水と緑の上益城県体

【応募規定】　

　　　　（１） 応募作品の著作権及びその他の権利は、 主催者に帰属し、 優秀作品については広報するとともに、　　

　　　大会のポスターなどに使用することがあります。

　　　　（２） スローガンが他の同様のコンクールなどに応募されたものではなく、 自作未発表作品であること。

　　　　（３） スローガンについて、 著作権、 出版権に関する問題が生じた場合、 すべて応募者の責任とします。

　　　　（４） 不正が発見された場合は、 受賞を取り消す場合があります。

【応募方法】

　　　　　　応募用紙は自由。 作品には①住所、 ②氏名、 ③年齢、 ④電話番号、 ⑤学生の場合には （学校名、　　　

　学年）、 ⑥作品には選んだ理由を明記の上、 荒尾大会準備室まで郵送または、 持参してください。

　　　　　　また、 市のホームページからも応募できます。

【表彰】

　　　　　　最優秀スローガン…1 点　　賞状及び賞品　　　＊優秀作品数点に賞状及び賞品

【審査 及び発表】

　　　　　審査は、荒尾市県体準備室が設置する ｢選考委員会 ｣　において決定します。

　　　　　発表は、 8 月下旬に本人に通知するほか、 荒尾市の広報 ・ホームページに掲載します。
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